
一
頁

労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
要
綱

第
一

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正

一

名
称
等
の
表
示
の
対
象
と
な
る
物
の
追
加
等

１

譲
渡
又
は
提
供
の
際
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
の
う
ち
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
し

て
、
ア
ク
リ
ル
酸
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
ア
ク
リ
ル
酸
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

る
も
の
、
ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
一
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の
等
を
定
め
る
こ
と
。

２

譲
渡
又
は
提
供
の
際
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
と
し
て
現
在
定
め
ら
れ
て
い
る
ア
ル
キ
ル
水

銀
化
合
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で

あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
の
含
有
量
を
そ
の
重
量
の
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
等
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
。

３

令
別
表
第
九
又
は
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
の
う
ち
、
運
搬
中



二
頁

及
び
貯
蔵
中
に
お
い
て
固
体
以
外
の
状
態
に
な
ら
ず
、
か
つ
、
粉
状
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
又
は
提
供
の
際
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
か
ら
除
く
も

の
と
す
る
こ
と
。

危
険
物
（
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
危
険
物
を
い
う
。
）

（一）

以
外
の
物
で
あ
っ
て
、
爆
発
又
は
火
災
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

（二）

（一）皮
膚
に
対
し
て
腐
食
の
危
険
を
生
ず
る
物

（三）

二

名
称
等
の
通
知
の
対
象
と
な
る
物
の
範
囲
の
見
直
し

譲
渡
又
は
提
供
の
際
に
そ
の
名
称
等
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
ア
セ
ト
ン
シ
ア
ノ
ヒ

ド
リ
ン
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
ア
セ
ト
ン
シ
ア
ノ
ヒ
ド
リ
ン
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ア
セ
ト
ン
シ
ア
ノ
ヒ
ド
リ
ン
の
含
有
量
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
等
の
見

直
し
を
行
う
こ
と
。

三

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
統
括
管
理
す
る
業
務
等
の
追
加

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
統
括
管
理
す
る
業
務
並
び
に
安
全
委
員
会
及
び
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
に
、
労
働
安
全
衛



三
頁

生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結

果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

四

危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
の
実
施
時
期
等

１

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る

製
品
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
（
以
下

（一）
「
調
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
作
業
の
方
法
又
は
手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す

（二）
る
と
き
。

又
は

の
時
期
の
ほ
か
、
調
査
対
象
物
に
よ
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る

（三）

（一）

（二）

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

２

調
査
は
、
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
ご
と
に
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
（
調
査
の
う
ち
危
険
性

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

又
は

の
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
わ
な
け

（一）

（三）



四
頁

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

当
該
調
査
対
象
物
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
当
該
調
査
対
象
物
に
よ
り
当
該
労

（一）
働
者
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
程
度
及
び
当
該
危
険
又
は
健
康
障
害
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
調
査
対
象
物
に
さ
ら
さ
れ
る
程
度
及
び
当
該
調
査
対
象
物
の
有
害
性
の
程

（二）
度
を
考
慮
す
る
方
法

又
は

の
方
法
に
準
ず
る
方
法

（三）

（一）

（二）

五

調
査
の
結
果
等
の
周
知

１

事
業
者
は
、
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
調
査
対
象
物
の
名
称
、
業
務
の
内
容
、
当
該
調
査
の
結
果
及
び
当
該
調
査
の

結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
る
労
働
者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容
を
、
調
査
対

象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
の
周
知
は
、
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は

備
え
付
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他



五
頁

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。


